
○四日市市火災予防条例第１８条に規定する避雷設備の指定について 

平成１０年４月１日消防本部告示第４号 

改正                    

平成２３年２月７日消防本部告示第２号  

改正                    

令和元年８月１９日消防本部告示第１０号 

改正                    

 令和８年３月２４日消防本部告示第２号 

 

四日市市火災予防条例（昭和４８年四日市市条例第４９号）第１８条の規定に基づ

き、避雷設備の日本産業規格を次のように指定する。 

 

ＪＩＳ Ｚ９２９０（雷保護）－３－２０１９ 

 


